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　母子家庭を支給対象としていた児童扶養手当について、平成２２年８月分手当から父子家庭にも支給される

ことになりました。

　児童扶養手当を受給するためには、市役所への申請（認定請求）が必要です。８月１日から申請を受付します。

扶養義務者等
受給資格者

扶養親族等の数
一部支給される者全部支給される者

２，３６０，０００円　１，９２０，０００円　１９０，０００円０人

２，７４０，０００円　２，３００，０００円　５７０，０００円１人

３，１２０，０００円　２，６８０，０００円　９５０，０００円２人

１人につき３８０，０００円加算１人につき３８０，０００円加算３人以上

児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児児童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童童扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶扶養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手手当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当のののののののののののののののののののののののののおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知ららららららららららららららららららららららららら児童扶養手当のお知らせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせ

　１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までにある子どもを養育しているひとり親の方

　※子どもが児童福祉施設に入所しているとき、請求者及び児童が公的年金を受けることができるときなど

支給されない場合があります。

父子家庭の方にも児童扶養手当が支給されます。

一部支給のとき全部支給のとき区　分

月額４１，７１０円～  ９，８５０円の範囲　月額　４１，７２０円　児童１人のとき

月額４６，７１０円～１４，８５０円の範囲　月額　４６，７２０円　児童２人のとき

　３人目から児童１人増すごとに３，０００円加算　児童３人以上のとき

　手当ての額（月額）

　所得制限限度額

　受給資格者及びその扶養義務者の前年所得が次の表の限度額を超える場合は、その年度の手当ての全部又

は一部が支給停止されます。

　申請に必要なもの

　申請書については、市役所福祉課及び各地域局にあります。

　また、申請については、受給資格者及び該当する子どもの戸籍謄本などが必要です。

猿お問い合わせ：市役所福祉課（☎６６２崖３１６２）

　対象となる方
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　お子さんが急病になったときに、病院で受診するべきか？様子を見る

べきか？といった判断基準や、家庭でのケアのポイントなどを症状別に

記載している「赤ちゃん・幼児のこんなときどうする？救急キット・ホー

ムケアガイド」を作成しました。

　急病に対して慌てず適切に対処すること、むやみに時間外に受診しな

いことで地域医療を守ることを目的に作成しています。

　４歳未満のお子さんのいるご家庭に無料配布します。その他の方で希

望される場合は、市役所健康課または各地域局にお問い合わせください。

また養父市ホームページにも掲載しています。

猿お問い合わせ：市役所健康課（☎６６２崖３１６７）

「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「「救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救救急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急急キキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキキッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッッットトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホホーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーームムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムムケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケケアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドド」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」をををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををを作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作作成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成ししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた


